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長門市長　　　　　　　　　　　　




利用者負担額決定通知書


						下記に記載のある方は口座振替納付です。
	金融機関
	

	口座種別
	
	口座番号
	

	口座名義人
	



利用料については、以下のとおり決定しましたので通知します。

	児童の氏名
及び生年月日
	　　　　　年　　月　　日
	
	

	階層区分
	
	階層額
	円



	決定額
	円



	4月分
	5月分
	6月分
	7月分
	8月分
	9月分

	
	
	
	
	
	

	10月分
	11月分
	12月分
	1月分
	2月分
	3月分

	
	
	
	
	
	


（単位：円）

　この決定について不服のあるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に長門市長に対し審査請求をすることが出来ます。
　また、本決定の取り消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日から６箇月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）当該訴えを提起することができます。ただし、正当な理由がない限り、この決定の日から１年を経過したときは提起することができません。
